
  

開発審査会基準第１０号 

 

 地域振興のための工場等 

 地域振興を図る必要があるものとして市長が指定した地域における工場等のための開発行為又

は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 
 

１ 当該工場等は、技術先端型業種の工場又は研究所とする。 

２ 申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであり、５ヘクタール未満であること。 

３ 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。 

４ 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられ

るものであること。 

付   記 

  本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が 1,000平方メートル以下のもの

は、開発審査会の議を経たものとみなす。 

  市長は、許可したものについて後日開発審査会に報告するものとする。 

   附 則 

この基準は、平成１２年４月６日から施行する。   



  

○ 地域振興のための工場等の立地について市長が指定する地域 

 

（平成１２年４月６日指定） 

 

 地域振興のための工場等の立地について市長が指定する地域は下記のとおりとする。 

 

記 

 

市街化調整区域全域（原則として農用地区域、保安林、自然公園区域（普通地域を除く。）、史

跡・名勝・天然記念物、文化財包蔵地等積極的に保存するべき区域等を除く。）  


